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経営企画部 コーポレートコミュニケーション室長 
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（ＴＥＬ 03-6830-9151） 

 

 

支配株主等に関する事項について 
 

 

１．親会社等の商号等 （2026 年３月 31 日現在） 

 

商号 属性 

親会社等の議決権 

所有割合（％） 親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等 直接 

所有分 

合算 

対象分 

計 

㈱東芝 親会社 50.3 0.1 50.5 ― 

TBJH㈱ 親会社 ― 50.5 50.5 ― 

TBJ ホールディ

ングス㈱ 
親会社 ― 50.5 50.5 ― 

 

２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由 

 商号 理由 

㈱東芝 当社の筆頭株主であり、議決権の過半数を直接保有しているため。 

 

３．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 （2026 年３月 31 日現在） 

 

① 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係

や人的・資本的関係 

 

 当社の親会社は㈱東芝であり、同社は当社の議決権を 50.5％（内、間接所有 0.1％）所有してお

ります。 

 当社は、東芝グループにおいて、リテール＆プリンティングソリューション事業を担い、開発・製

造・販売等の事業全般に亘り、当社主体の事業運営を行っております。研究開発、相互の商品・部品

供給、営業活動等、㈱東芝及び東芝グループ各社とは広範な事業協力関係にありますが、上場会社と
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して、独立性を維持・確保する中で、今後とも連携を図ってまいります。 

 ㈱東芝及び東芝グループ各社との取引関係については、市場価格等を勘案して交渉の上、一般的

な取引条件に基づき決定しております。また、東芝グループ内リソースの効率的活用の観点から、研

究開発委託、業務委託等の各種契約を締結しております。なお、㈱東芝との取引に関する事項は、３

ページ「４．支配株主等との取引に関する事項」に記載のとおりであります。 

 ㈱東芝との人的関係については、役員の兼任等、経営ノウハウ・技術の共有化や人材育成等を目的

とした相互の人事交流を、適宜行っております。役員の兼務状況及び出向者の受入れ状況は以下の

とおりであります。 

 

（役員の兼務状況）                         

役職 氏名 
親会社等または 

そのグループ企業での役職 
就任理由 

取締役 

（非常勤） 
三原 隆正 

親会社 

㈱東芝 

上席常務執行役員、法務・コンプライア

ンス部担当、人事・総務部担当 

親会社での豊富な経験、

見識等を当社の意思決

定並びに業務執行の監

督等に活かすため 

 

（出向者の受入れ状況） 

セグメントの名称 人数 
出向元の親会社等または 

そのグループ企業名 
出向者受入れ理由 

リテール 

ソリューション 
２名 

親会社 

㈱東芝 

親会社での経験、見識等

を活かすため 

本 社 部 門 

18 名 
親会社 

㈱東芝 

親会社での経験、見識等

を活かすため 

１名 
親会社の子会社 

東芝アカウンティングサービス㈱ 

親会社の子会社での経

験、見識等を活かすため 

（注）当社の従業員数は 2,894 名であります。 

 

 なお、㈱東芝は、TBJH 合同会社（2023 年９月 26 日付で TBJH㈱に組織変更）による公開買付けの

成立により、2023 年９月 27 日をもって、TBJH㈱の子会社となりました。これに伴い、TBJH㈱及び

TBJH㈱の親会社である TBJ ホールディングス㈱は、当社の親会社の親会社となりました。 

 

② 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やその

グループ企業との取引関係や人的・資本的関係等の面から受ける経営・事業活動への影響等 

 

 当社は、東芝グループに属することにより、技術力、商品ブランド力等、東芝グループのリソース

を有効活用することができるなどのメリットを享受しております。一方、東芝グループ内において

社会的信用を傷つける事態が生じた場合に、当社の経営・事業活動に影響が生じる恐れがあるなど

のリスクを有しております。 

 

③ 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

 

 当社は、㈱東芝及び東芝グループ各社と広範な事業協力関係にありますが、当社主体の事業運営

体制の下で事業を遂行するとともに、基本的には当社及び当社グループ独自の経営リソースに基づ

いて運営しており、独立性を確保しております。 
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④ 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

 

 当社は、基本的に当社独自の事業運営体制にてリテール＆プリンティングソリューション事業を

遂行しております。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 （2025 年４月１日から 2026 年３月 31 日まで） 

 

種類 

会社等の名称 

又は 

氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

（百万円） 

事業の内容 

又は職業 

議 決 権 等 の 所 有 

（ 被 所 有 ） 割 合 

（％） 

親 

会 

社 

㈱東芝 神奈川県 

川崎市 

201,449 

 

エネルギー事業、社会インフラ

事業、電子デバイス事業等 

（被所有） 

 直接 50.3 

 間接  0.1 

（注）重要な取引に該当する取引はありません。 

なお、親会社の親会社として TBJH㈱及び TBJ ホールディングス㈱が存在しますが、当社とこれらの２社との

間に重要な取引に該当する取引はありません。 

 

５．親会社との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

 

 ㈱東芝及び東芝グループ各社との取引関係については、市場価格等を勘案して交渉の上、一般的な

取引条件に基づき決定しております。また、当社は、東芝グループ内リソースの効率的活用の観点か

ら、㈱東芝及び東芝グループ各社との間で研究開発委託、業務委託等の各種契約を締結しております。 

 当社は、㈱東芝と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うための機

関として、社外取締役４名で構成される特別委員会を設置しております。 

 

 

― 以 上 ― 

 


